
議案第54号

専決処分について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、同法同条第3項の規定により、これを本会議に報告して承認を求める。

平成20年５月12日

三朝町長 吉 田 秀 光



専決第４号

専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、三朝町税条例の一部を改正することについて、

次のとおり専決処分する。

平成20年４月30日

三朝町長 吉 田 秀 光

三朝町条例第23号

三朝町税条例の一部を改正する条例

三朝町税条例（昭和45年三朝町条例第18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条項」という。）に対応する同

表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条項」という。）が存在する場合に

は、当該移動条項を当該移動後条項とし、移動条項に対応する移動後条項が存在しない場合には、当該移動条項

（以下「削除条項」という。）を削り、移動後条項に対応する移動条項が存在しない場合には、当該移動後条項

（以下「追加条項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに削除条項を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する次の表の改正後の欄中（条及び項の表示並びに追加条項を除く。以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しな

い場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加

える。

改正後 改正前

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） る延滞金）

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46 第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46

条、第46条の２若しくは第46条の５（第53条の７の 条、第46条の２若しくは第46条の５（第53条の７の

２において準用する場合を含む。以下この条におい ２において準用する場合を含む。以下本条において

て同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第２項 同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第９項及

において準用する場合を含む。以下この条において び第10項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の

同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第９項及 ７、第67条、第83条第２項、第98条第１項若しくは

び第10項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の 第２項、第102条第２項、第105条、第139条第１項

７、第67条、第83条第２項、第98条第１項若しくは 又は第145条第３項に規定する納期限後にその税金

第2項、第102条第２項、第105条、第139条第１項又 を納付し、又は納入金を納入する場合においては、

は第145条第３項に規定する納期限後にその税金を 当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長

納付し、又は納入金を納入する場合においては、当 があったときは、その延長された納期限とする。以

該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長が 下第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納

あったときは、その延長された納期限とする。以下 付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パ

第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納付 ーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当



又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パー 該各号に掲げる期間については、年7.3パーセン

セント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該 ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

各号に掲げる期間については、年7.3パーセント） 額を加算して納付書によって納付し、又は納入書に

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を よって納入しなければならない。

加算して納付書によって納付し、又は納入書によっ

て納入しなければならない。

(１) 第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条 (１) 第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条

の５、第47条の４第１項、53条の７、第67条、第 の５、53条の７、第67条、第83条第２項、第102

83条第２項、第102条第２項、第105条又は第145 条第２項、第105条又は第145条第３項の納期限後

条第３項の納期限後に納付し、又は納入する税額 に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日

当該納期限の翌日から１月を経過する日までの から１月を経過する日までの期間

期間

(２)～(４） 略 (２)～(４） 略

（町民税の納税義務者等） （町民税の納税義務者等）

第23条 町民税は、第１号の者に対しては均等割額及 第23条 町民税は、第１号の者に対しては均等割額及

び所得割額の合算額によって、第３号の者に対して び所得割額の合算額によって、第３号の者に対して

は均等割額及び法人税割額の合算額によって、第２ は均等割額及び法人税割額の合算額によって、第２

号及び第４号の者に対しては均等割額によって、第 号及び第４号の者に対しては均等割額によって、第

５号の者に対しては法人税割額によって課する。 ５号の者に対しては法人税割額によって課する。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類 (４) 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類

する施設（以下「寮等」という。）を有する法人 する施設（以下「寮等」という。）を有する法人

で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの及

び町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人で

ない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るもの（第３項に規定するものを除く。第31条第

２項及び第45条第１項において同じ。）

(５) 略 (５) 略

２ 略 ２ 略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定 ３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業を行 めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業を行

うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したも うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したも

のを含む。第31条第２項の表の第１号において「人 のを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うもの

格のない社団等」という。）又は法人課税信託の引 は、法人とみなして、この節中法人に関する規定を

受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定 適用する。

中法人の町民税に関する規定を適用する。

（均等割の税率） （均等割の税率）

第31条 略 第31条 略

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課す ２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して課す

る均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区 る均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人等

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。 （法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めのあるものをいう。以下この節において

同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める



額とする。

法人の区分 税率 法人等の区分 税率

１ 次に掲げる法人 年額 ５万円 １ 資本金等の額（法人税法第 年額 300万円

ア 法人税第２条第５号の公 ２条第16号に規定する資本金

共法人及び法第294条第７ 等の額又は同条第17号の２に

項に規定する公益法人等の 規定する連結個別資本金等の

うち、法第296条第１項の 額（保険業法（平成７年法律

規定により均等割を課する 第105号）に規定する相互会

ことができないもの以外の 社にあっては、令第45条の３

もの（法人税法別表第２に の２に定めるところにより算

規定する独立行政法人で収 定した純資産額）をいう。次

益事業を行うものを除 号から第８号までにおいて同

く。） じ。）が50億円を超える法人

イ 人格のない社団等 （保険業法に規定する相互会

ウ 一般社団法人（非営利型 社以外の法人で資本金の額又

法人（法人税法第２条第９ は出資金の額を有しないもの

号の２に規定する非営利型 並びに法人税法第２条第５号

法人をいう。）以下この号 の公共法人及び同条第６号の

において同じ。）に該当す 公益法人等（防災街区整備事

るものを除く。）及び一般 業組合、管理組合法人及び団

財団法人（非営利型法人に 地管理組合法人、マンション

該当するものを除く。） 建替組合、地方自治法（昭和

エ 保険業法（平成７年法律 22年法律第67号）第260条の

第105号）に規定する相互 ２第１項の認可を受けた地縁

会社以外の法人で資本金の による団体並びに特定非営利

額又は出資金の額を有しな 活動促進法（平成10年法律第

いもの（アからウまでに掲 ７号）第２条第２項に規定す

げる法人を除く。） る法人を含む。）で均等割の

オ 資本金の額（法人税法第 みを課されるものを除く。次

２条第16号に規定する資本 号から第８号までにおいて同

金等の額又は同条第17号の じ。）で町内に有する事務

２に規定する連結個別資本 所、事業所又は寮等の従業者

金等の額（保険業法に規定 （俸給、給料若しくは賞与又

する相互会社にあっては、 はこれらの性質を有する給与

令第45条の３の２に定める の支給を受けることとされる

ところにより算定した純資 役員を含む。）の数の合計数

産額）を有する法人（法人 （次号から第８号までにおい

税法別表第２に規定する独 て「従業者数の合計数」とい

立行政法人で収益事業を行 う。）が50人を超えるもの

わないもの及びエに掲げる

法人を除く。以下この表に

おいて同じ。）で資本金等

の額が1,000万円以下であ

るもののうち、町内に有す

る事務所又は寮等の従業者



（俸給、給料若しくは賞与

又はこれらの性質を有する

給与の支給をこととされる

役員を含む。）の数の合計

数（次号から第９号までお

いて、「従業者数の合計

数」という。）が50人以下

のもの

２ 資本金等の額を有する法人 年額 12万円 ２ 資本金等の額が10億円を超 年額 175万円

で資本金等の額が1,000万円 え50億円以下である法人で従

以下であるものの打ち、従業 業者数の合計数が50人を超え

者の合計数が50人を超えるも るもの

の

３ 資本金等の額を有する法人 年額 13万円 ３ 資本金等の額が10億円を超 年額 41万円

で資本金等の額が1,000万円 える法人で従業者数の合計数

を超え１億円以下であるもの が50人以下であるもの

の打ち、従業者数の合計数が

50人以下であるもの

４ 資本金等の額を有する法人 年額 15万円 ４ 資本金等の額が１億円を超 年額 40万円

で資本金等の額が1,000万円 え10億円以下である法人で従

を超え１億円以下であるもの 業者数の合計数が50人を超え

のうち、従業者数の合計数が るもの

50人を超えるもの

５ 資本金等の額を有する法人 年額 16万円 ５ 資本金等の額が１億円を超 年額 16万円

で資本金等の額がが１億円を え10億円以下である法人で従

超え10億円以下であるものの 業者数の合計数が50人以下で

うち、従業者数の合計数が50 あるもの

人以下であるもの

６ 資本金等の額を有する法人 年額 40万円 6 資本金等の額が1,000万円を 年額 15万円

で資本金等の額が１億円を超 超え１億円以下である法人で

え10億円以下であるもののう 従業者数の合計数が50人を超

ち、従業者数の合計数が50人 えるもの

を超えるもの

７ 資本金等の額を有する法人 年額 41万円 ７ 資本金等の額が1,000万円 年額 13万円

で資本金等の額が10億円を超 を超え1億円以下である法人

えるもののうち、従業者数の で従業者数の合計数が50人以

合計数が50人以下であるもの 下であるもの

８ 資本金等の額を有する法人 年額175万円 ８ 資本金等の額が1,000万円 年額 12万円

で資本金等の額が10億円を超 以下である法人で従業者数の

え50億円以下であるもののう 合計数が50人を超えるもの

ち、従業者数の合計数が50人

を超えるもの

９ 資本金等の額を有する法人 年額300万円 ９ 前各号に掲げる法人以外の 年額 5万円

で資本金等の額が50億円を超 法人等

えるもののうち、従業者数の



合計数が50人を超えるもの

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、 ３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、

法第312条第３項第１号の法人税額の課税標準の算 法第312条第３項第１号の法人税額の課税標準の算

定期間、同項第１号の２の連結事業年度開始の日か 定期間、同項第１号の２の連結事業年度開始の日か

ら６月の期間若しくは同項第１号の３の連結法人税 ら６月の期間若しくは同項第１号の３の連結法人税

額の課税標準の算定期間、同項第２号の均等割の算 額の課税標準の算定期間、同項第２号の均等割の算

定期間又は同項第３号の期間中において事務所、事 定期間又は同項第３号若しくは第４号の期間中にお

業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12 いて事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗

で除して算定するものとする。この場合における月 じて得た額を12で除して算定するものとする。この

数は、暦に従って計算し、１月に満たないときは１ 場合における月数は、暦に従って計算し、１月に満

月とし、１月に満たない端数を生じたときは切り捨 たないときは１月とし、１月に満たない端数を生じ

てる。 たときは切り捨てる。

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第33条 略 第33条 略

２ 略 ２ 略

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以 ３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以

下本項及び次項並びに第34条の９において「特定配 下本項及び次項並びに第34条の８において「特定配

当等」という。）に係る所得を有する者に係る総所 当等」という。）に係る所得を有する者に係る総所

得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外 得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外

して算定する。 して算定する。

４～６ 略 ４～６ 略

（所得控除） （所得控除）

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第 第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の２第

１項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合に １項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合に

は、同条第１項及び第３項から第12項までの規定に は、同条第１項及び第３項から第12項までの規定に

より雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除 より雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除

額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除 額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡 額、地震保険料控除額、寄付金控除額、障害者控除

夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶 額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者

者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務 控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得

者については、同条第２項、第７項及び第12項の規 割の納税義務者については、同条第２項、第７項及

定により基礎控除額をそれぞれの者の前年の所得に び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の

ついて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得

所得金額から控除する。 金額又は山林所得金額から控除する。

（寄附金税額控除）

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲

げる寄附金又は金銭を支出し、当該寄附金の額の合

計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金

額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当す

る金額を超える場合には、当該100分の30に相当す

る金額）が５千円を超える場合には、その超える金

額の100分の６に相当する金額（当該納税義務者が



前年中に第１号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附

金の合計額が５千円を超える場合にあっては、当該

100分の６に相当する金額に特別控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。）を

その者の第34条の３及び前条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。この場合に

おいて、当該控除額が当該所得割の額を超えるとき

は、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。

(１) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

（当該納税義務者がその寄附金によって設けられ

た設備を専属的に利用することその他特別の利益

が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除

く。）

(２) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第113条

第２項に規定する共同募金会（その主たる事務所

を県内に有するものに限る。）又は日本赤十字に

対する寄附金（県内に事務所を有する日本赤十字

の支部において収納されたものに限る。）で、令

第７条の17各号の規定により定められたもの

(３) 所得税第78条第２項第２号の規定に基づき財

務大臣が指定した寄附金

(４) 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第

217条第１号に規定する独立行政法人に対する寄

附金（当該法人に主たる目的である業務に関する

ものに限る。）

(５) 所得税法施行令第217条第１号の２に規定す

る地方独立行政法人に対する寄附金（当該法人の

主たる目的である業務に関するに限る。）

(６) 所得税法施行令第217条第２号に規定する法

人（第２号に掲げるものを除く。）に対する寄附

金（当該法人の主たる目的である業務に関するも

のに限る。）

(７) 所得税法施行令第217条第３号に規定する公

益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の

一部を改正する政令（平成20年政令第155号）附

則第13条第２項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる改正前の所得税法施行令第217条

第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（当該法人の主たる目的で

ある業務に関するものに限る。

(８) 所得税法施行令第217条第４号に規定する学

校法人に対する寄附金（当該法人の主たる目的で

ある業務に関するものに限る。）

(９) 所得税法施行令第217条第第５号に規定する



社会福祉法人に対する寄附金（当該法人の主たる

目的である業務に関するものに限る。）

(10) 所得税法施行令第第217条第６号に規定する

更生保護法人に対する寄附金（当該法人の主たる

目的である業務に関するものに限る。）

(11) 所得税法第78条第３項に規定する特定公益信

託の信託財産とするために支出した金銭

(12) 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41

条の18の３に規定する認定特定非営利活動法人が

行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定す

る特定非営利活動法人に係る事業に関する寄附金

（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認めら

れるものを除く。）

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者

が前年中に支出した同項第１号に掲げる寄附金の額

の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額（当該

金額が当該納税義務者の第34条の３及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額の100分10に相当する

金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金

額）とする。

(１) 当該納税義務者が第34条の３第２項に規定す

る課税総所得金額（以下この項において「課税総

所得金額」という。）を有する場合において、当

該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条

第１号イに掲げる金額（以下この項において「人

的控除差額」という。）を控除した金額が零以上

であるとき 当該控除額後の金額について、次の

表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額 100分の85

195万円を超え330万円以下 100分の80

の金額

330万円を超え695万円以下 100分の70

の金額

695万円を超え900万円以下 100分の67

の金額

900万円を超え1,800万円以 100分の57

下の金額

1,800万円を超える金額 100分の50

(２) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場

合において、当該課税総所得金額から当該納税義

務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零

を下回るときであって、当該納税義務者が第34条



の３第２項に規定する課税山林所得金額（以下こ

の項において「課税山林所得金額」という。)及

び同条第２項に規定する課税退職所得金額（以下

この項において「課税退職所得金額」という。）

を有しないとき 100分の90

(３) 当該納税者義務者が課税総所得金額を有する

場合において当該課税総所得金額から当該納税義

務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零

を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金

額を有しない場合であって、当該納税義務者が課

税山林所得金額又は課税退職所得金額を有すると

き 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める割合（ア及びイのいずれ

にも該当する場合は、当該ア又はイに定める割合

のうちいずれか低い割合）

ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山

林所得金額の５分の１に相当する金額にについ

て、第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退

職所得金額について、第１号の表の左欄に掲げ

る金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる割合

（外国税額控除） （外国税額控除）

第34条の８ 所得割の納税義務者が、法第314条の８ 第34条の７ 所得割の納税義務者が、外国の所得税等

に規定する外国の所得税等を課された場合において を課された場合においては、法第314条の７及び令

は、法第314条の８及び令第48条の９の２に規定す 第48条の９の２に規定するところにより控除すべき

るところにより控除すべき額を、第34条の３及び前 額を、第34条の３及び前条の規定を適用した場合の

２条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す 所得割の額から控除する。

る。

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項の 第34条の８ 所得割の納税義務者が、第33条第４項の

申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計 申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となった特定配当等の額について法第２章 算の基礎となった特定配当等の額について法第２章

第１節第５款の規定により配当割額を課された場合 第１節第５款の規定により配当割額を課された場合

又は同条第６項の申告書に記載した特定株式等譲渡 又は同条第６項の申告書に記載した特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特 所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定株式等譲渡所得金額について法第２章第１節第６ 定株式等譲渡所得金額について法第２章第１節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合 款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合

には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に

５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３及び前３ ５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３及び前２

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す 条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 る。



２ 略 ２ 略

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で同 ３ 法第37条の３の規定により控除されるべき額で同

条の所得割の額から控除することができなかった金 条の所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなかった 額があるときは、当該控除することができなかった

金額を第１項の規定により控除されるべき額で同項 金額を第１項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかった金額 の所得割の額から控除することができなかった金額

とみなして、前項の規定を適用する。 とみなして、前項の規定を適用する。

（町民税の申告） （町民税の申告）

第36条の２ 第23条第１項第１号の者は、３月15日ま 第36条の２ 第23条第１項第１号の者は、３月15日ま

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告 でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告

書を町長に提出しなければならない。ただし、法第 書を町長に提出しなければならない。ただし、法第

317条の６第１項又は第４項の規定によって給与支 317条の６第１項又は第４項の規定によって給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務 払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から１月１日現在において給与又は公的年 がある者から１月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中に給与所得以外 金等の支払を受けている者で前年中に給与所得以外

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９ 有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９

の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等 の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除 掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者 額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者

特別控除額若しくは法第314条の２第５項に規定す 特別控除額若しくは法第314条の２第５項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除 る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除

額、医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定 額、医療費控除額若しくは寄付金控除額の控除、法

する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純 第313条第８項に規定する純損失の金額の控除若し

損失又は雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の くは同条第９項に規定する純損失又は雑損失の金額

規定によって控除すべき金額（以下この条において の控除を受けようとするものを除く。以下この条に

「寄付金税額控除額」という。）の控除を受けよう おいて「給与所得等以外の所得を有しなかった者」

とするものを除く。以下この条において「給与所得 という。）及び第24条第２項に規定する者(施行規

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第 則第２条の２第１項の表の上欄の(二)に掲げる者を

24条第２項に規定する者(施行規則第２条の２第１ 除く。）については、この限りでない。

項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。）について

は、この限りでない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項 ４ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項

又は前項の規定によって第１項の申告書を提出する 又は前項の規定によって第１項の申告書を提出する

義務を有する者を除く。）は、雑損控除額若しくは 義務を有する者を除く。）は、雑損控除額、医療費

医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する 控除額若しくは寄附金控除額の控除、法第313条第

純損失の金額の控除又は同条第９項に規定する純損 ８項に規定する純損失の金額の控除又は同条第９項

失若しくは雑損失の金額の控除又は寄付金控除額の に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受

控除を受けようとする場合においては、３月15日ま けようとする場合においては、３月15日までに、施

でに、施行規則第５号の５様式又は第５号の６様式 行規則第５号の５様式又は第５号の６様式による申

による申告書を町長に提出しなければならない。 告書を町長に提出しなければならない。

５ 略 ５ 略



６ 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると ６ 町長は、町民税の賦課徴収について必要があると

認める場合においては、第23条第１項第１号の者の 認める場合においては、第23条第１項第１号の者の

うち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定 うち所得税法第226条第１項若しくは第３項の規定

により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所 により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所

得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第４ 得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第４

項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金 項ただし書の規定により給与所得に係る源泉徴収票

等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けること の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収

ができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提 票又はその写しを提出させることができる。

出させることができる。

７及び８ 略 ７及び８ 略

（個人の町民税の徴収の方法） （個人の町民税の徴収の方法）

第38条 個人の町民税は、第44条、第47条の２第１項 第38条 個人の町民税は、第44条又は第53条の５の規

若しくは第２項、第47条の５又は第53条の５の規定 定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、

によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普 普通徴収の方法によって徴収する。

通徴収の方法によって徴収する。

２ 個人の県民税は、当該個人の町民税を賦課し、及 ２ 個人の県民税は、当該個人の町民税を賦課し、及

び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。

（個人の町民税の納税通知書） （個人の町民税の納税通知書）

第41条 個人の町民税の納税通知書に記載すべき各納 第41条 個人の町民税の納税通知書に記載すべき各納

期の納付額は、当該年度分の個人の町民税額及び県 期の納付額は、当該年度分の個人の町民税額及び県

民税額の合算額（第47条第１項又は第47条の６第１ 民税額の合算額（第47条第１項の規定によって徴収

項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収 する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収さ

の方法によって徴収されないことになった金額に相 れないことになった金額に相当する税額）を前条第

当する税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又 １項の納期（第47条第１項の規定によって徴収する

は第47条の６第１項の規定によって徴収する場合に 場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されな

あっては特別徴収の方法によって徴収されないこと いこととなった日以後に到来する納期）の数で除し

となった日以後に到来する納期）の数で除して得た て得た額とする。

額とする。

（給与所得に係る個人の町民税の特別徴収） （個人の町民税の特別徴収）

第44条 個人の町民税の納税義務者が当該年度の初日 第44条 個人の町民税の納税義務者が当該年度の初日

の属する年の前年中において給与の支払を受けた者 の属する年の前年中において給与の支払を受けた者

であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい

る者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法に る者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法に

よって徴収することが著しく困難であると認められ よって徴収することが著しく困難であると認められ

るものを除く。以下この条において「給与所得者」 るものを除く。以下本条において「給与所得者」と

という。)である場合においては、当該納税義務者 いう。)である場合においては、当該納税義務者の

の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の 前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合

合算額を特別徴収の方法によって徴収する。 算額を特別徴収の方法によって徴収する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前 ２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前

年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以 年中の所得に給与所得以外の所得がある場合におい

外の所得がある場合においては、当該給与所得及び ては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を前



公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を 項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべ

前項の規定によって特別徴収の方法によって徴収す き給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に

べき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただ

に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただ し、第36条の２第１項の申告書に給与所得以外の所

し、第36条の２第１項の申告書に給与所得及び公的 得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収さ

年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通 れたい旨の記載があるときは、この限りでない。

徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があると

きは、この限りでない。

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得及 ３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以

び公的年金等係る所得以外の所得に係る所得割額を 外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって

特別徴収の方法によって徴収することとなった後に 徴収することとなった後において、当該給与所得者

おいて、当該給与所得者について給与所得及び公的 について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部

年金等係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又 又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが

は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適 適当でないと認められる特別の事情が生じたため当

当でないと認められる特別の事情が生じたため当該 該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割

給与所得者から給与所得及び公的年金等係る所得以 額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する

外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収 こととされたい旨の申出があった場合でその事情が

の方法により徴収することとされたい旨の申出があ やむを得ないと認められるときは、町長は、当該特

った場合でその事情がやむを得ないと認められると 別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所

きは、町長は、当該特別徴収の方法によって徴収す 得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収してい

べき給与所得及び公的年金等係る所得以外の所得に ない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収

係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない するものとする。

額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する

ものとする。

４ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払を ４ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払を

する者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月30日 する者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月30日

までの間において異動を生じた場合において、当該 までの間において異動を生じた場合において、当該

給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の 給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の

支払をする者となった者（所得税法第183条の規定 支払をする者となった者（所得税法第183条の規定

によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付 によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付

する義務がある者限る。以下この項において同 する義務がある者限る。以下本項において同じ。）

じ。）を通じて、当該異動によって従前の給与の支 を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をす

払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属 る者から給与の支払を受けなくなった日の属する月

する月の翌月の10日（その支払を受けなくなった日 の翌月の10日（その支払を受けなくなった日が翌年

が翌年の４月中である場合には、同月30日）まで の４月中である場合には、同月30日）までに、第１

に、第１項の規定により特別徴収の方法によって徴 項の規定により特別徴収の方法によって徴収される

収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び べき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

均等割額の合算額（既に特別徴収の方法によって徴 の合算額（すでに特別徴収の方法によって徴収され

収された金額があるときは、当該金額を控除した金 た金額があるときは、当該金額を控除した金額）を

額）を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申 特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をし

出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によ たときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴

って徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年 収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月

の４月中にあった場合において、特別徴収の方法に 中にあった場合において、特別徴収の方法によって

よって徴収することが困難であると町長が認めると 徴収することが困難であると町長が認めるときは、

きは、この限りでない。 この限りでない。



５ 略 ５ 略

（特別徴収義務者の指定等） （特別徴収義務者の指定等）

第45条 略 第45条 略

２ 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者 ２ 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者

が２以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収 が２以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収

させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、町長が させる特別徴収税額の額は、町長が定めるところに

定めるところによる。 よる。

（給与所得に係る特別徴収税額の納入義務等） （特別徴収税額の納入義務等）

第46条 略 第46条 略

（給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例） （特別徴収税額の納期の特例）

第46条の２ 第45条第１項の特別徴収義務者は、その 第46条の２ 第45条第１項の特別徴収義務者は、その

事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の 事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の

支払事務を取り扱うもの（給与の支払を受ける者が 支払事務を取り扱うもの（給与の支払を受ける者が

常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条 常時10人未満であるものに限る。以下本条、次条及

及び第46条の４において「事務所等」という。）に び第46条の４において「事務所等」という。）につ

つき、町長の承認を受けた場合には、６月から11月 き、町長の承認を受けた場合には、６月から11月ま

まで及び12月から翌年５月までの各期間（当該各期 で及び12月から翌年５月までの各期間（当該各期間

間のうちその承認を受けた日の属する期間について のうちその承認を受けた日の属する期間について

は、その日の属する月から当該期間の 終月までの は、その日の属する月から当該期間の 終月までの

期間）に当該事務所等において支払った給与につい 期間）に当該事務所等において支払った給与につい

て徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の て徴収した特別徴収税額を、前条の規定にかかわら

規定にかかわらず、当該各期間に属する 終月の翌 ず、当該各期間に属する 終月の翌月10日までに納

月10日までに納入することができる。 入することができる。

（普通徴収税額への繰入） （普通徴収税額への繰入）

第47条 個人の町民税の納税者が給与の支払を受けな 第47条 個人の町民税の納税者が給与の支払を受けな

くなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額 くなったこと等により個人の町民税を特別徴収の方

を特別徴収の方法によって徴収されないこととなっ 法によって徴収されないこととなった場合において

た場合においては、特別徴収の方法によって徴収さ は、特別徴収の方法によって徴収されないこととな

れないこととなった金額に相当する税額は、特別徴 った金額に相当する税額は、特別徴収の方法によっ

収の方法によって徴収されないこととなった日以後 て徴収されないこととなった日以後において到来す

において到来する第40条第１項の納期がある場合に る第40条第１項の納期がある場合においてはそれぞ

おいてはそれぞれの納期において、その日以後に到 れの納期において、その日以後に到来する同条の納

来する同項の納期がない場合においては直ちに、普 期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法に

通徴収の方法によって徴収するものとする。 よって徴収するものとする。

２ 法第321条の６第１項の通知によって変更された ２ 法第321条の６第１項の通知によって変更された

給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の町民税の 特別徴収税額に係る個人の町民税の納税者につい

納税者について、既に特別徴収義務者から町に納入 て、既に特別徴収義務者から町に納入された特別徴

された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者か 収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額を

ら徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える 超える場合（徴収すべき特別徴収税額がない場合を

場合（徴収すべき特別徴収税額がない場合を含 含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金が

む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があ あるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第



るときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17 17条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴

条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴収 収金に充当する。

金に充当する。

（公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴

収）

第47条の２ 個人の町民税の納税義務者が当該年度の

初日の属する年の前年中において公的年金等の支払

を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金

給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付

をいう。以下この節において同じ。）の支払を受け

ている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によって

徴収することが著しく困難であると認められるもの

として次に掲げるものを除く。以下この節において

「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合

においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等

に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特

別徴収の方法によって徴収する場合においては、公

的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条例

及び第47条の５において同じ。）の２分の１に相当

する額（以下この節において「年金所得に係る特別

徴収税額」という。）を当該年度の10月１日から翌

年の３月31日までの間に支払われる老齢等年金給付

から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方

法によって徴収する。

(１) 当該年度の初日の属する年の１月１日以後引

き続き町の区域内に住所を有する者でない者

(２) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円

未満である者その他の町が行う介護保険の介護保

険法（平成９年法律第123号）第135条第５項に規

定する特別徴収対象被保険者でない者

(３) 特別徴収の方法によって徴収することとした

場合には、当該年度において当該老齢等年金給付

の支払を受けないこととなると認められる者

２ 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特

別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及

び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合（第

44条第２項ただし書に規定する場合を除く。）にお

いては、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以

外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別

徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別

徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収す

る。

３ 第１項の特別徴収対象年金所得者に対して課する



個人の町民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割及び均

等割の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控

除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度に初

日からその日の属する年の９月30日までの間に到来

するものにおいて普通徴収の方法によって徴収す

る。

（特別徴収義務者）

第47条の３ 前条第１項の規定による特別徴収に係る

年金所得に係る特別徴収税額（同条第２項の規定に

より給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得

に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する

場合にあっては、当該所得割額を加算した額とす

る。以下この節において同じ。）の特別徴収義務者

は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得

者に対して特別徴収対象年金給付（法第321条の７

の４第２項の特別徴収対象年金給付をいう。以下こ

の節において同じ。）の支払をする者（以下この節

において「年金保険者」という。）とする。

（年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務）

第47条の４ 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額

を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払

回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

２ 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収

対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税

額を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年

の３月31日までの間における当該特別徴収対象年金

所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の10月

1日からその翌年の３月31日までの間における特別

徴収対象年金給付の支払の際、前条第２項の支払回

数割特別徴収割特別徴収税額を徴収されていた特別

徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当

該年度の初日からその日の属する年の９月30日まで

の間において支払われる場合においては、当該特別

徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合計額として年金

所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度にお

いて第47条の２第１項の規定により特別徴収の方法

によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額



（同条第２項の規定により当該年金所得に係る特別

徴収税額に加算した所得割額がある場合にあって

は、当該所得割額を控除した額）に相当する額をい

う。以下この節において同じ。）を、当該年度の初

日からその日の属する年の９月30日までの間におい

て特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収

の方法によって徴収する。

２ 当該年度の初日からその属する年の９月30日まで

の間において前項の規定による特別徴収が行われた

特別徴収対象年金所得者については、第47条の２第

１項の規定の適用がある場合における同項及び同条

第２項並びに第47条の３及び前条の規定の適用にあ

っては、第47条の２第１項中「の２分の１に相当す

る額」とあるのは、「から第47条の５第１項に規定

する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」

とし、同条第３項の規定は、適用しない。

３ 第47条の３及び前条の規定は、第１項の規定によ

る特別徴収について準用する。この場合において、

これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」と

あるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と第47

条の３中「（同条第２項の規定により給与所得及び

公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を

特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、

当該所得割額を加算した額とする。以下この節にお

いて同じ。）」とあるのは「（同項に規定する年金

所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）」

と、前条第１項及び第２項中「支払回数割特別徴収

税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」

と、同項中「の属する年の10月１日から翌年の３月

31日」とあるのは「からその日の属する年の９月30

日」と読み替えるものとする。

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への

繰入れ）

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項

（これらの規定を法第321条の７の８第３項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定により

特別徴収の方法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった日以後において到来す

る第40条第１項の納期がある場合においてはそのそ

れぞれの納期において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方

法によって徴収するものとする。

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第



３項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者

について、既に特別徴収義務者から町に納入された

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る特別

仮徴収税額がない場合を含む。）において当該特別

徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるとき

は、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２

の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金に充当する。

（法人の町民税の申告納付) （法人等の町民税の申告納付)

第48条 町民税を申告納付する義務がある法人は、法 第48条 町民税を申告納付する義務がある法人等は、

第321条の８第１項、第２項、第４項、第５項、第 法第321条の８第１項、第２項、第４項、第５項、

24項、第27項及び第28項の規定による申告書を、同 第24項、第27項及び第28項の規定による申告書を、

条第１項、第２項、第４項、第５項、第24項及び第 同条第１項、第２項、第４項、第５項、第24項及び

28項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定に 第28項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定

よる納期限までに、同条第27項の申告納付にあって による納期限までに、同条第27項の申告納付にあっ

は遅滞なく町長に提出し、及びその申告に係る税金 ては遅滞なく町長に提出し、及びその申告に係る税

又は同条第１項後段及び第３項の規定によって提出 金又は同条第１項後段及び第３項の規定によって提

があったものとみなされる申告書に係る税金を施行 出があったものとみなされる申告書に係る税金を施

規則第22条の４様式による納付書によって納付しな 行規則第22条の４様式による納付書によって納付し

ければならない。 なければならない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１ ４ 前項の場合において、法人等が法第321条の８第1

項、第２項、第４項、第５項又は第24項の申告書を 項、第２項、第４項、第５項又は第24項の申告書を

提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出さ 提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出さ

れた場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から れた場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から

１年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出し １年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出し

たときは、詐欺その他不正の行為により町民税を免 たときは、詐欺その他不正の行為により町民税を免

れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定 れた法人等が法第321条の11第１項又は第３項の規

による更正があるべきことを予知して当該申告書を 定による更正があるべきことを予知して当該申告書

提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日 を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌

から当該申告書を提出した日（法第321条の８第28 日から当該申告書を提出した日（法第321条の８第

項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出 28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提

期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期 出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期

限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間 限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。 から控除する。

５及び６ 略 ５及び６ 略



（法人の町民税に係る不足税額の納付の手続） （法人等の町民税に係る不足税額の納付の手続）

第50条 法人の町民税の納税者は、法第321条の12の 第50条 法人等の町民税の納税者は、法第321条の12

規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、 の規定に基づく納付の告知を受けた場合において

当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、 は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限まで

施行規則第22号の４様式による納付書によって納付 に、施行規則第22号の４様式による納付書によって

しなければならない。 納付しなければならない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（町民税の減免） （町民税の減免）

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の 第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち町長において必要があると認めるものに対し、 うち町長において必要があると認めるものに対し、

町民税を減免する。 町民税を減免する。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 公益社団法人及び公益財団法人 (４) 民法（明治29年法律第89号）第34条の公益法

人

(５) 略 (５) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等）

第54条 固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償 第54条 固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償

却資産を総称する。以下固定資産税について同 却資産を総称する。以下固定資産税について同

じ。）に対し、その所有者（質権又は百年より永い じ。）に対し、その所有者（質権又は百年より永い

存続期間の定めのある地上権の目的である土地につ 存続期間の定のある地上権の目的である土地につい

いては、その質権者又は地上権者とする。以下固定 ては、その質権者又は地上権者とする。以下固定資

資産税について同じ。）に課する。 産税について同じ。）に課する。

２～４ 略 ２～４ 略

５ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による ５ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による

土地区画整理事業（密集市街地における防災街区の 土地区画整理事業（密集市街地における防災街区の

整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）第 整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）第

46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適

用される密集市街地における防災街区の整備の促進 用される密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第45条第１項第１号の事業を含む。以 に関する法律第45条第１項第１号の事業を含む。以

下この項において同じ。）又は土地改良法(昭和24 下本項において同じ。）又は土地改良法(昭和24年

年法律第195号)による土地改良事業（独立行政法人 法律第195号)による土地改良事業（独立行政法人緑

森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法 資源機構が独立行政法人緑資源機構法（平成14年法

（平成11年法律第198号）附則第９条第１項又は第 律第130号）により行う同法第11条第１項第７号イ

11条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源 の事業及び同法附則第８条第１項の規定により行う

機構法（平成14年法律第130号）第11条第１項第７ 森林開発公団法の一部を改正する法律（平成11年法

号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和49年法律 律第70号）附則第８条の規定による廃止前の農用地

第43号）第19条第１項第１号イの事業を含む。）の 整備公団法（昭和49年法律第43号）第19条第１項第

施行に係る土地については、法令若しくは規約等の １号イの事業を含む。）の施行に係る土地について

定めるところによって仮換地、一時利用地その他の は、法令若しくは規約等の定めるところによって仮

仮に使用し、若しくは収益することができる土地 換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収

（以下この項において「仮換地等」と総称する。） 益することができる土地（以下本項において「仮換

の指定があった場合又は土地区画整理法による土地 地等」と総称する。）の指定があった場合又は土地



区画整理事業の施行者が同法第100条の２（密集市 区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法

街地における防災街区の整備の促進に関する法律第 第100条の２（密集市街地における防災街区の整備

46条第１項において適用する場合を含む。)の規定 の促進に関する法律第46条第１項において適用する

によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に 場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該

使用するもの（以下この項において「仮使用地」と 施行者以外の者が仮に使用するもの（以下本項にお

いう。）がある場合においては、当該仮換地等又は いて「仮使用地」という。）がある場合において

仮使用地について使用し、又は収益することができ は、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又

ることとなった日から換地処分の公告がある日又は は収益することができることとなった日から換地処

換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地 分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある

等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地に 日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に

ついて登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として 対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課

登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあ 税台帳に所有者として登記又は登録されている者を

っては土地区画整理法による土地区画整理事業の施 もって、仮使用地にあっては土地区画整理法による

行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当 土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者

該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有者とみ をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係

なし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認 る第１項の所有者とみなし、換地処分の公告があっ

可の公告があった日から換地又は保留地を取得した た日又は換地計画の認可の公告があった日から換地

者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者とし 又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保

て登記される日までの間は、当該換地又は保留地を 留地に係る所有者として登記される日までの間は、

取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項 当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地

の所有者とみなす。 又は保留地に係る同項の所有者とみなす。

６ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23条第 ６ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23条第

１項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地 １項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地

（以下この項において「埋立地等」という。）又は （以下本項において「埋立地等」という。）又は国

国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等 が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等

（同法第42条第２項の規定による竣工通知前の埋立 （同法第42条第２項の規定による竣工通知前の埋立

地等に限る。以下この項において同じ。）で工作物 地等に限る。以下本項において同じ。）で工作物を

を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態 設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で

で使用されているもの（埋立て又は干拓に関する工 使用されているもの（埋立て又は干拓に関する工事

事に関して使用されているものを除く。）について に関して使用されているものを除く。）について

は、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これ は、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これ

らの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、 らの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、

これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特 これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特

例区（以下この項において「都道府県等」とい 例区（以下本項において「都道府県等」という。）

う。）以外の者が同法第23条第１項の規定によって 以外の者が同法第23条第１項の規定によって使用す

使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用 る埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者

する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者 をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみな

とみなし、都道府県等が同条第１項の規定によって し、都道府県等が同条第１項の規定によって使用

使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成 し、又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する

する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該 埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立

埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させて 地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている

いる場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土地 場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土地改良

改良法第87条の２第１項の規定により国又は都道府 法第87条の２第１項の規定により国又は都道府県が

県が行う同項第２号の事業により造成された埋立地 行う同項第２号の事業により造成された埋立地等を

等を使用する者で令第49条の２に規定するものを除 使用する者で令第49条の２に規定するものを除



く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者 く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者

とみなす。 とみなす。

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする （固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 者がすべき申告）

第56条 法第348条第２項第９号又は第12号の固定資 第56条 法第348条第２項第９号又は第12号の固定資

産について同項本文の規定の適用を受けようとする 産について同項本文の規定の適用を受けようとする

者は,土地に付いては第１号及び第２号に,家屋につ 者は,土地に付いては第１号及び第２号に,家屋につ

いては第３号及び第４号に、償却資産については第 いては第３号及び第４号に、償却資産については第

５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を当 ５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を当

該土地、家屋又は償却資産が学校法人、私立学校法 該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立

（昭和24年法律第270号）第64条第４項の法人、公 学校法（昭和24年法律第270号）第64条第４項の法

益社団法人、公益財団法人、宗教法人若しくは社会 人、民法第34条の法人、宗教法人若しくは社会福祉

福祉法人で幼稚園を設置するもの、公益社団法人、 法人で幼稚園を設置するもの、民法第34条の法人、

公益財団法人、公的医療機関の開設者若しくは令第 公的医療機関の開設者若しくは令第49条の10に規定

49条の10に規定する医療法人で看護師、准看護師、 する医療法人で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯

歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、 科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若し

理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置する くは作業療法士の養成所を設置するもの、民法第34

もの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館 条の法人で図書館を設置するもの、民法第34条の法

を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法 人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第

人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第 285号）第２条第１項の博物館を設置するもの又は

285号）第２条第１項の博物館を設置するもの若し 民法第34条の法人で学術の研究を目的とするもの

くは公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研 （以下本条において「学校法人等」という。）の所

究を目的とするもの（以下この条において「学校法 有に属しないものである場合においては当該土地、

人等」という。）の所有に属しないものである場合 家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用さ

においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校 せていることを証明する書面を添付して、町長に提

法人等に無料で使用させていることを証明する書面 出しなければならない。

を添付して、町長に提出しなければならない。

(１)～(６) (１)～(６) 略

（特別土地保有税の納税義務者等） （特別土地保有税の納税義務者等）

第131条 略 第131条 略

２ この節の規定中土地に対して課する特別土地保有 ２ 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税

税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法

法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属 第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属す

する年の１月１日において当該土地の取得をした日 る年の１月１日において当該土地の取得をした日以

以後10年を経過したものについては、適用しない。 後10年を経過したものについては、適用しない。

３ 特殊関係者（法第585条第４項に規定す特殊関係 ３ 特殊関係者（法第585条第４項に規定す特殊関係

者をいう。以下この項において同じ。）が取得し 者をいう。以下本項において同じ。）が取得した、

た、又は所有する土地について令第54条の12第２項 又は所有する土地について令第54条の12第２項各号

各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、 に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊

特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物 関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみ

とみなす。 なす。

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業事業（密 ４ 土地区画整理法による土地区画整理事業事業（密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 集市街地における防災街区の整備の促進に関する法



律第46条第１項の規定により土地区画整理法の規定 律第46条第１項の規定により土地区画整理法の規定

が適用される密集市街地における防災街区の整備の が適用される密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第45条第１項第１号の事業を含 促進に関する法律第45条第１項第１号の事業を含

む。）又は土地改良法による土地改良事業（独立行 む。）又は土地改良法による土地改良事業（独立行

政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究 政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法によ

所法附則第９条第１項又は第11条第１項の規定によ り行う同法第11条第１項第７号イの事業を含む。）

り行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第１項第 の施行に係る土地について法令の定めるところによ

７号イの事業を含む。）の施行に係る土地について って仮換地又は一時利用地（以下本項において「仮

法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地 換地等」という。）の指定があった場合において、

（以下この項において「仮換地等」という。）の指 当該仮換地等である土地について使用し、又は収益

定があった場合において、当該仮換地等である土地 することができることとなった日以後においては、

について使用し、又は収益することができることと 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地（以

なった日以後においては、当該仮換地等である土地 下本項において「従前の土地」という。）の取得又

に対応する従前の土地（以下この項において「従前 は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は

の土地」という。）の取得又は所有をもって当該仮 所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者

換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従 を第１項の土地の所有者又は取得者とみなして、特

前の土地の取得者又は所有者を第１項の土地の所有 別土地保有税を課する。

者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課す

る。

５ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に ５ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に

係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が 係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が

同法第100条の２（密集市街地における防災街区の 同法第100条の２（密集市街地における防災街区の

整備の促進に関する法律第46条第１項において適用 整備の促進に関する法律第46条第１項において適用

する場合を含む。）の規定によって管理する土地 する場合を含む。）の規定によって管理する土地

（以下この項において「保留地予定地等」とい （以下本項において「保留地予定地等」という。）

う。）がある場合において、当該施行者以外の者 がある場合において、当該施行者以外の者が、当該

が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告が 土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日ま

ある日までの間当該保留地予定地等である土地につ での間当該保留地予定地等である土地について使用

いて使用し、若しくは収益することができること、 し、若しくは収益することができること、及び同日

及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地 の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等

予定地等である土地を取得することを目的とする契 である土地を取得することを目的とする契約が締結

約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理 されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参

組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等で 加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地

ある土地について当該参加組合員が使用し、若しく について当該参加組合員が使用し、若しくは収益す

は収益することができることを目的とする契約が締 ることができることを目的とする契約が締結された

結されたときは、それらの契約の効力が発生した日 ときは、それらの契約の効力が発生した日として令

として令第36条の２の４に規定する日においてそれ 第36条の２の４に規定する日においてそれらの保留

らの保留地予定地等である土地の取得がされたもの 地予定地等である土地の取得がされたものとみな

とみなし、それらの保留地予定地等である土地を取 し、それらの保留地予定地等である土地を取得する

得することとされている者を第１項の土地の所有者 こととされている者を第１項の土地の所有者又は取

又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。 得者とみなして、特別土地保有税を課する。

６ 略 ６ 略

附 則 附 則

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略



（公益法人等に係る町民税の課税の特例）

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第40条第３項

後段（同条第６項から第９項までの規定によりみな

して適用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定の適用を受けた同法第40条第３項に規

定する公益法人等（租税特別措置法第40条第６項か

ら第９項までの規定により特定贈与等に係る公益法

人等とみなされる法人を含む。）を同法第40条第３

項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなし

て、令附則第３条の２の３で定めるところにより、

これに同項に規定する財産（租税特別措置法第40条

第６項から第９項までの規定により特定贈与等に係

る財産とみなされる資産を含む。）に係る山林所得

の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る町

民税の所得割を課する。

（個人の町民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の町民税の所得割の非課税の範囲等）

第５条 略 第５条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の９ ３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８

第１項の規定の適用については、同項中「前３条」 第１項の規定の適用については、同項中「前２条」

とあるのは、「前３条並びに附則第５条第２項」と とあるのは、「前２条並びに附則第５条第２項」と

する。 する。

（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算

及び繰越控除） 及び繰越控除）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の年に生じた ３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の年に生じた

法附則第４条第１項第２号に規定する通算後譲渡損 法附則第４条第１項第２号に規定する通算後譲渡損

失の金額（この項の規定により前年前において控除 失の金額（この項の規定により前年前において控除

されたものを除く。以下この項において「通算後譲 されたものを除く。以下この項において「通算後譲

渡損失の金額」という。）は、当該納税義務者が前 渡損失の金額」という。）は、当該納税義務者が前

年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係 年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係

る租税特別措置法第41条の５第７項第１号に規定す る租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の

る買換資産に係る同項第４号に規定する住宅借入金 ５第７項第１号に規定する買換資産に係る同項第４

等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡 号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合にお

損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度 いて、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末

の町民税について前項の申告書を提出した場合であ 日の属する年度の翌年度の町民税について前項の申

って、その後の年度分の町民税について連続して通 告書を提出した場合であって、その後の年度分の町

算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除

第36条の２第１項又は第４項の規定による申告書 に関する事項を記載した第36条の２第１項又は第４

（その提出期限後において町民税の納付通知書が送 項の規定による申告書（その提出期限後において町

達される時までに提出されたもの及びその時までに 民税の納付通知書が送達される時までに提出された

提出された第５項第１号の規定により読み替えて適 もの及びその時までに提出された第５項第１号の規

用される同条第５項の規定による申告書を含む。以 定により読み替えて適用される同条第５項の規定に

下この項において同じ。）を提出しているときに限 よる申告書を含む。以下この項において同じ。）を



り、法附則第34条第４項後段の規定にかかわらず、 提出しているときに限り、法附則第34条第４項後段

当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続し

係る年度分の町民税に係る附則第17条第１項に規定 て提出された申告書に係る年度分の町民税に係る附

する長期譲渡所得の金額、附則第18条第１項に規定 則第17条第１項に規定する長期譲渡所得の金額、附

する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金 則第18条第１項に規定する短期譲渡所得の金額、総

額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当 所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上

該納税義務者の前年の合計所得金額が３千万円を超 控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所

える年度分の町民税の所得割については、この限り 得金額が３千万円を超える年度分の町民税の所得割

でない。 については、この限りでない。

４及び５ 略 ４及び５ 略

第６条の２及び第６条の３ 略 第６条の２及び第６条の３ 略

（個人の町民税の配当控除） （個人の町民税の配当控除）

第７条 略 第７条 略

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８ ２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８

及び第34条の９第１項の規定の適用については、第 第１項の規定の適用については同項中「前２条」と

34条の８中「前２条」とあるのは「前２条並びに附 あるのは、「前２条並びに附則第7条の３第1項」と

則第７条の３第1項」と、第34条の９第１項中「前 する。

３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条第１

項」とする。

第７条の２ 略 第７条の２ 略

（個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の３ 略 第７条の３ 略

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８ ２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８

及び第34条の９第１項の規定の適用については、第 第１項の規定の適用については同項中「前２条」と

34条の８中「前２条」とあるのは「前２条並びに附 あるのは、「前２条並びに附則第７条の３第１項」

則第７条の３第１項」と、第34条第１項中「前３ とする。

条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の３第１

項とする。

３ 第1項の規定は、町民税の所得割の納税義務者 ３ 第1項の規定は、町民税の所得割の納税義務者

が、当該年度の初日の属する年の３月15日までに、 が、当該年度の初日の属する年の３月15日までに、

施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用 施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用

を受けようとする旨及び町民税の住宅借入金等特別 を受けようとする旨及び町民税の住宅借入金等特別

税額控除額の控除に関する事項を記載した町民税の 税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書

住宅借入金等特別控除税額控除申告書（その提出期 （その提出期限後において町民税の納税通知書が送

限後において町民税の納税通知書が送達される時ま 達される時までに提出されたものを含む。）を、町

でに提出されたものを含む。）を、町長に提出した 長に提出した場合（法附則第５条の４第９項の規定

場合（町民税の納税通知書が送達された後に町民税 により税務署長を経由して提出した場合を含む。）

の住宅借入金等特別税額控除申請書が提出された場 に限り、適用する。

合において、当該納税通知書が送達される時まで町

民税の住宅借入金等税額控除申告書が提出されなか

ったことについて、町長においてやむを得ない理由

があると認めるとき又は法附則第５条の４第９項の

規定により税務署長を経由して提出した場合を含

む。）に限り、適用する。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）



第７条の４ 第34条の７の規定を受ける町民税の所得

割の納税義務者が、同条第２項第２号若しくは第3

号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の３第２

項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及

び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の

３第１項、附則第16条の４第１項、附則第17条第１

項、附則第18条第１項、附則第19条第１項又は附則

第20条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第

34条の７第２項に規定する特例控除額は、同項第２

号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者

が前年中に支出した同条第１項第１号に掲げる寄附

金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る割合（当該各号に掲げる場合の２以上に該当する

ときは、当該各号に定める割合のうち も低い割

合）を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額

（当該金額が当該納税義務者の第34条の３及び第34

条の６の規定を適用した場合の所得割の額の100分

の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の

10に相当する金額）とする。

(１) 第34条の３第２項に規定する課税山林所得金

額を有する場合 当該課税山林所得金額の５分の

１に相当する金額について、第34条の７第２項第

１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる割合

(２) 第34条の３第２項に規定する課税退職所得金

額を有する場合 当該課税退職金額について、第

34条の７第２項第１号の表の左欄に掲げる金額の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(３) 前年中の所得について附則第16条の４第１項

の規定の適用を受ける場合 100分の50

(４) 前年中の所得について附則第18条第１項の適

用を受ける場合 100分の60

(５) 前年中の所得について附則第16条の３第１

項、附則第17条第１項、附則第19条第１項又は附

則第20条の２第１項の規定の適用を受ける場合

100分の75

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の （肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の

特例） 特例）

第８条 昭和57年度から平成24年度までの各年度分の 第８条 昭和57年度から平成21年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中 個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第25条第１項各号に掲げる売却の に租税特別措置法第25条第１項各号に掲げる売却の

方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、か 方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、か

つ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免 つ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免



税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」と 税対象飼育牛である場合において、第36条の２第１

いう。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の 項の規定による申告書（その提出期限後において町

合計が2,000頭以内である場合に限る。）におい 民税の納税通知書が送達される時までに提出された

て、第36条の２第１項の規定による申告書（その提 もの及びその時までに提出された第36条の３第１項

出期限後において町民税の納税通知書が送達される の確定申告書を含む。次項において同じ。）にその

時までに提出されたもの及びその時までに提出され 肉用牛の売却に係る同法第25条第１項に規定する事

た第36条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお 業所得の明細に関する事項の記載があるとき（これ

いて同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第25条 らの申告書にその記載がないことについてやむを得

第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記 ない理由があると町長が認めるときを含む。次項に

載があるとき（これらの申告書にその記載がないこ おいて同じ。）は、当該事業所得に係る町民税の所

とについてやむを得ない理由があると町長が認める 得割の額（前年の第33条第１項に規定する総所得金

ときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所 額に係る町民税の所得割の額から、当該事業所得が

得に係る町民税の所得割の額（前年の第33条第１項 ないものとして計算した場合における同項の総所得

に規定する総所得金額に係る町民税の所得割の額か 金額に係る町民税の所得割の額を控除した額とす

ら、当該事業所得がないものとして計算した場合に る。）を免除する。

おける同項の総所得金額に係る町民税の所得割の額

を控除した額とする。）を免除する。

２ 前項に規定する各年度分の個人の町民税に限り、 ２ 前項に規定する各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25

条第１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に 条第１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に

定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛 定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛

のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税 のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しな

対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000 いものが含まれている場合（その売却した肉用牛が

頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛 すべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しない

が含まれている場合（その売却した肉用牛がすべて ものである場合を含む。）において、第36条の２第

免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含 １項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る

む。）において、第36条の２第１項の規定による申 同法第25条第２項第２号に規定する事業所得の明細

告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第２項第 に関する事項の記載があるときは、その者の前年の

２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載 総所得金額に係る町民税の所得割の額は、第33条か

があるときは、その者の前年の総所得金額に係る町 ら第34条の３まで、第34条の６、第34条の７、附則

民税の所得割の額は、第33条から第34条の３まで、 第７条第１項及び前条第１項の規定にかかわらず、

第34条の６から第34条の８まで、附則第７条第１ 次に掲げる金額の合計額とすることができる。

項、附則第７条の３第１項及び前条の規定にかかわ

らず、次に掲げる金額の合計額とすることができ

る。

(１) 略 (１) 略

(２) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する (２) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する

事業所得の金額がないものとみなして計算した場 事業所得の金額がないものとみなして計算した場

合における前年の総所得金額につき、第33条から 合における前年の総所得金額につき、第33条から

第34条の3まで、第34条の６から第34条の８ま 第34条の3まで、第34条の６、第34条の７、附則

で、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及 第７条第１項及び前条第１項の規定により計算し

び前条第１項の規定により計算した所得割の額に た所得割の額に相当する金額

相当する金額

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の９ ３ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８

第１項の規定の適用については、同項中「前3条」 第１項の規定の適用については、同項中「前２条」



とあるのは、「前３条並びに附則第８条第２項」と とあるのは、「前２条並びに附則第８条第２項」と

する。 する。

第９条及び第10条 略 第９条及び第10条 略

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告） を受けようとする者がすべき申告）

第10条の２ 法附則第15条の６第１項又は第２項の住 第10条の２ 法附則第16条第１項又は第２項の住宅に

宅について、これらの規定の適用を受けようとする ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しな に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなけ

ければならない。 ればならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅について、同 ２ 法附則第16条第６項の貸家住宅について、同項の

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の 規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日

初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載

記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法 し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律

律（平成13年法律第26号）第31条の規定による認定 （平成13年法律第26号）第31条の規定による認定を

を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に 受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要

要する費用について同法第41条第１項の規定による する費用について同法第41条第１項の規定による地

地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類を 方公共団体の補助を受けている旨を証する書類を添

添付した申告書を町長に提出しなければならない。 付した申告書を町長に提出しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同項の ３ 法附則第16条第７項の家屋について、同項の規定

規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日 の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属

の属する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載 する年の１月31日までに次に掲げる事項を記載した

した申告書を町長に提出しなければならない。 申告書を町長に提出しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

４ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅につ ４ 法附則第16条第８項の耐震基準適合住宅につい

いて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当 て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日か 耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に ３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐 該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基 改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準

準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出 を満たすことを証する書類を添付して町長に提出し

しなければならない。 なければならない。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後 (６) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後

に申告書を提出する場合には、３月以内に提出す に申告書を提出する場合には、３月以内に提出で

ることができなかった理由 きなかった理由

５ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅 ５ 法附則第16条第11項の高齢者等居住改修住宅又は

又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分につい 同条第12項の高齢者等居住改修専有部分について、

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、同 これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第

条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日 11項に規定する改修工事が完了した日から３月以内

から３月以内に次に掲げる事項を記載した申告書に に次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付 第７条第８項各号に掲げる書類を添付して町長に提

して町長に提出しなければならない。 出しなければならない。



(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 居住安全改修工事が完了した年月日 (５) 改修工事が完了した年月日

(６) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則 (６) 改修工事に要した費用並びに令附則第12条第

第12条第29項に規定する補助金等、居宅介護住宅 29項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及

改修費及び介護予防住宅改修費 び介護予防住宅改修費

(７) 居住安全改修工事が完了した日から３月を経 (７) 改修工事が完了した日から３月を経過した後

過した後に申告書を提出する場合には、３月以内 に申告書を提出する場合には、３月以内に提出で

に提出することができなかった理由 きなかった理由

６ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅又

は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第

９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して

町長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(２) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人

の居住に用に供する部分の床面積

(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(４) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

(５) 熱損失防止改修工事に要した費用

(６) 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を

経過した後に申告書を提出する場合には、提出す

ることができなかった理由

（阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を （阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を

受けようとする者がすべき申告等） 受けようとする者がすべき申告等）

第10条の３ 法附則第16条の２第10項の規定の適用を 第10条の３ 法附則第16条の２第10項の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の 受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、施 １月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、施

行規則附則第７条の２第13項第１号に掲げる書類を 行規則附則第７条の２第13項第１号に掲げる書類を

添付した申告書を町長に提出しなければならない。 添付した申告書を町長に提出しなければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 法附則第16条の２第10項の規定の適用を受け (２) 法附則第16条の２第10項の規定の適用を受け

ようとする家屋（次号において「特例適用家屋」 ようとする家屋(次号において「特例適用家屋」

という。）の所在、家屋番号、種類、構造及び床 という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床

面積（法附則第15条の８第３項又は第５項の規定 面積（法附則第16条第５項の規定の適用を受けよ

の適用を受けようとする場合にあっては、前条第 うとする場合にあっては、前条第２項第２号に掲

２項第２号又は第４項第２号に掲げる事項） げる事項）

(３) 特例適用家屋を取得し、又は改築した年月日 (３) 特例適用家屋を取得し、又は改築した年月日

（法附則第15条の６第１項若しくは第２項又は第 （法附則第16条第１項、第２項又は第５項の規定

15条の８第３項から第５項までの規定の適用を受 の適用を受けようとする場合にあっては、前条第

けようとする場合にあっては、前条第１項第３ １項第３号、第２項第３号又は第３項第３号に掲

号、第２項第３号、第３項第３号又は第４項第３ げる事項）

号に掲げる事項)

(４)～(６) 略 (４)～(６) 略



２ 法附則第16条の２第10項の規定を受ける家屋に係 ２ 法附則第16条の２第10項の規定を受ける家屋に係

る平成17年度から平成20年度までの各年度分の固定 る平成17年度から平成20年度までの各年度分の固定

資産税については、前条第１項から第４項までの規 資産税については、前条の規定は適用しない。

定は適用しない。

第11条～第16条の２ 略 第11条～第16条の２ 略

第16条の３ 削除

（上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税の特

例）

第16条の３ 当分の間、町民税の所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に規定

する上場株式等の配当等（以下この項及び次項にお

いて「上場株式等の配当等」という。）を有する場

合において、当該上場株式等の配当等の支払いを受

けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の町民

税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得

につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記

載のある第33条第４項に規定する申告書を提出した

ときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついては、同条第１項及び第２項並びに第34条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区別し、前年中の

当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額（以

下この項において「上場株式等に係る配当所得の金

額」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当

所得の金額（上場株式等に係る配当所得の金額（第

３項第１号の規定により読み替えて適用される第34

条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)をいう。）の100分の３に相当する金額に相当

する町民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、附則第７条第１項の規定は、適用しない。

２ 町民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受

けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得につい

て第33条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定

の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中

に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る

配当所得について、前項の規定は、適用しない。

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。

(１) 第34条の２の規定については、同条中「総所

得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条

の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得

の金額」とする。

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１

項及び附則第７条の４の規定の適用については、



第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の規定による町民

税の所得割の額」と第34条の７第１項前段、第34

条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第16条の３第１項の

規定による町民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の規定による町民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附

則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第16条の３第１項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は附則第16条の３第１項に規定する上場株

式等に係る配当所得の金額」と、「若しくは山林

所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しく

は租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額」とする。

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第16条の３第１項に規定する上場株

式等に係る配当所得の金額」と、同条第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の３第１項の規定による町民税の所得割

の額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税

の特例） の特例）

第16条の４ 略 第16条の４ 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 ところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

額及び附則第16条の４第１項の規定による町民税 16条の４第1項の規定による町民税の所得割の

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34 額」とする。

条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及

び第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第16条の４第１項の規定

による町民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額



及び附則第16条の４第１項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第

7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第16条の４第１項の規定による町民税

の所得割の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

４ 略 ４ 略

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例）

第17条 略 第17条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 ところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17

の額及び附則第17条第１項の規定による町民税の 条第１項の規定による町民税の所得割の額」とす

所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条 る。

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第17条第１項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34条の７第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第17条第１項に規定による町民税の所得割

の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の

４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第17条第１項の規定による町民税の所得割

の合計額とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

第17条の２及び第17条の３ 略 第17条の２及び第17条の３ 略

（短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例）

第18条 略 第18条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める ５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 ところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18

の額及び附則第18条第１項の規定による町民税の 条第１項の規定による町民税の所得割の額」とす

所得割の額」と第34条の７第１項前段、第34条の る。

８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び附

則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは



「所得割の額並びに附則第18条第１項の規定によ

る町民税の所得割の額」と、第34条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第18条第１項の規定による町民税の所得割額

の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第18条の第１項の規定による町民税の所得割の

合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税 （株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税

の特例） の特例）

第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租 第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租

税特別措置法第37条の10第１項に規定する株式等に 税特別措置法第37条の10第１項に規定する株式等に

係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係 係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係

る譲渡所得等については、第33条及び第34条の３の る譲渡所得等については、第33条及び第34条の３の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当 規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当

該株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18 該株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18

条第６項に定めるところにより計算した金額（当該 条第６項に定めるところにより計算した金額（当該

町民税の所得割の納税義務者が法第23条第１項第16 町民税の所得割の納税義務者が法第23条第１項第16

号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項 号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項

において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に において「特定株式等譲渡所得金額」という。）に

係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所 係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額（第33条第６項の規定によ 得金額に係る所得の金額（第33条第６項の規定によ

り同条第５項の規定の適用を受けないものを除 り同条第５項の規定の適用を受けないものを除

く。）を除外して算定するものとする。以下この項 く。）を除外して算定するものとする。以下この項

において「株式等に係る譲渡所得等の金額」とい 及び附則第19条の３において「株式等に係る譲渡所

う。）に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額 得等の金額」という。）に対し、株式等に係る課税

(株式等に係る譲渡所得等の金額（第２項第１号の 譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額

規定により読み替えて適用される第34条の２の規定 （第２項第１号の規定により読み替えて適用される

の適用がある場合には、その適用後の金額）をい 第34条の２の規定の適用がある場合には、その適用

う。）の100分の３に相当する金額に相当する町民 後の金額）をいう。）の100分の３に相当する金額

税の所得割を課する。 に相当する町民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 ころによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の8まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については第 の規定の適用についてはこれらの規定中「所得割

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第19

額及び附則第19条第１項の規定による町民税の所 条第１項の規定による町民税の所得割の額」とす

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の る。

８、第34条の９第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の

３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第19条第1項の規定による町民税の



所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条

第１項の規定による町民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19

条第１項の規定による町民税の所得割の額の合計

額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲 （特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲

渡所得等の課税の特例） 渡所得等の課税の特例）

第19条の２ 略 第19条の２ 略

２ 町民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別 ２ 町民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第37条の10の２第１項に規定する特定管理口 措置法第37条の10の２第１項に規定する特定管理口

座（その者が２以上の特定管理口座を有する場合に 座（その者が２以上の特定管理口座を有する場合に

は、それぞれの特定管理口座）に係る同条第１項に は、それぞれの特定管理口座）に保管の委託がされ

規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又 ている特定管理株式の譲渡（これに類するものとし

は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理 て令附則第18条の２第２項で定めるものを含む。以

株式の譲渡（これに類するものとして令附則第18条 下この項において同じ。）をした場合には、令附則

の２第２項で定めるものを含む。以下この項におい 第18条の２第６項で定めるところにより、当該特定

て同じ。）をした場合には、令附則第18条の２第６ 管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の

項で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡 金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以

による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 外の同法第37条の10第２項に規定する株式等の譲渡

の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条 による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

の10第２項に規定する株式等の譲渡による事業所得 の金額とを区分して、これらの金額を計算するもの

の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分 とする。

して、これらの金額を計算するものとする。

（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得

等に係る町民税の課税の特例）

第19条の３ 平成16年度から平成21年度までの各年度

分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第37条の11第１項に規定する

事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、

附則第19条第１項の規定により株式等に係る譲渡所

得等の金額のうち当該事業所得の金額、譲渡所得の

金額及び雑所得の金額として令附則第18条の３第５

項から第７項までに定めるところにより計算した金

額（以下この条において「上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）に対して課する町民税の所

得割の額は、附則第19条第１項の規定にかかわら

ず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場

株式等に係る譲渡所得等の金額（同条第２項第１号

の規定により適用される第34条の２の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）の

100分の1.8に相当する額とする。

第19条の３ 削除



（特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例） （特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例）

第19条の４ 略 第19条の４ 略

（源泉徴収選択口座内配当等に係る町民税の所得計

算の特例）

第19条の５ 町民税の所得割の納税義務者が支払を受

ける租税特別措置法第37条の11の６第１項に規定す

る源泉徴収選択口座内配当等（以下この条及び次条

において「源泉徴収選択口座内配当等」という。）

については、令附則第18条の４の２第10項で定める

ところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係

る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等

以外の配当等（所得税法第24条第１項に規定する配

当等をいう。）に係る配当所得の金額とを区分し

て、これらの金額を計算するものとする。

２ 町民税の所得割の納税義務者が第33条第４項の規

定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係

る所得についての記載をした同項に規定する申告書

を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴

収選択口座内配当等に係る租税特別措置法第37条の

11の４第１項に規定する源泉徴収選択口座（以下次

条において「源泉徴収選択口座」という。）におい

て前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座

内配当等に係る所得についての記載を行うものとす

る。

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控 （上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除）

除）

第19条の６ 所得割の納税義務者の平成22年度分以後 第19条の５ 所得割の納税義務者の前年前3年内の各

の各年度分の法附則第35条の２の６第12項に規定す 年に生じた法附則第35条の２の６第８項に規定する

る上場株式等に係る譲渡損失の金額（以下この条に 上場株式等に係る譲渡損失の金額（この項の規定に

おいて「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とい より前年前において控除されたものを除く。）以下

う。）は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金

生じた年の末日の属する年度の翌年度の町民税につ 額」という。」は、当該上場株式等に係る譲渡損失

いて上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関す の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の町

る事項を記載した第36条の２第１項の規定による申 民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控

告書を提出した場合（町長においてやむを得ない事 除に関する事項を記載した第36条の２第１項又は第

情があると認める場合には、当該申告書をその提出 ４項の規定による申告書（第３項において準用する

期限後において町民税の納税通知書が送達される時 同条第５項に規定による申告書を含む。以下この項

までに提出した場合を含む。）に限り、附則第16条 において同じ。）を提出した場合町長においてやむ

の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の を得ない事情があると認めた場合には、これらの申

金額のの計算上控除する。 告書をその提出期限後において町民税の納税通知書

が送達されるまでの時までに提出した場合を含

む。）において、その後の年度分の町民税について

連続してこれらの申告書（その提出期限後において

町民税の納税通知書が送達される時までに提出され



たものを含む。）を提出しているときに限り、附則

第19条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の

金額の計算上控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における附附則第19

条第１項及び附則第19条の３の規定の適用について

は、附則第19条第１項中「計算した金額（」とある

のは、「計算した金額（附則第19条の５第１項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額と

し、」と、附則第19条の３中「計算した額（」とあ

るのは「計算した金額（附則第19条の５第１項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と

する。

２ 前項の町民税の所得割の納税義務者が同項の規定

により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額の

うち法附則第35条の２の５第３項の規定により特別

徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴

収して納入すべき県民税の配当割の額の計算上当該

源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各

号に掲げる損失の金額がある場合には、第33条第４

項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当

等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を

受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所

得についての記載を行うものとする。

３ 第１項の規定の適用がある場合における附則第16

条の３の規定の適用については、同条第１項中「配

当所得の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額

（附則第19条の6第1項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下」とする。

４ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じ

た法附則第35条の２の６第16項に規定する上場株式

等に係る譲渡損失の金額（この項の規定により前年

前において控除されたものを除く。以下この項にお

いて「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とい

う。）は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の

生じた年の末日の属する年度の翌年度の町民税につ

いて上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関す

る事項を記載した第36条の２第１項又は第４項の規

定による申告書（第６項において準用する同条第５

項の規定による申告書を含む。以下この項において

同じ。）を提出した場合町長においてやむを得ない

事情があると認める場合には、これらの申告書をそ

の提出期限後において町民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出した場合を含む。）において、そ

の後の年度分の町民税について連続してこれらの申

告書（その提出期限後において町民税の納税通知書



が送達される時までに提出されたものを含む。）を

提出しているときに限り、附則第19条第１項に規定

する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第16条

の３第１項に規定する株式等に係る配当所得の金額

（第１項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）の計算上控除する。

５ 前項の規定の適用がある場合における附則第16条

の３第１項及び第２項並びに附則第19条第１項の規

定の適用については、附則第16条の３第１項中「配

当所得の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額

（附則第19条の６第４項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下」と、附則第19条第１

項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額

（附則第19条の６第４項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額とし、」とする。

６ 第36条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書 ３ 第36条の２第５項の規定は、同条第１項ただし書

に規定する者（同条第３項の規定によって同条第１ に規定する者（同条第３項の規定によって同条第１

項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が 項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が

当該年度の翌年度以後の年度において第４項の規定 当該年度の翌年度以後の年度において第１項の規定

の適用を受けようとする場合であって、当該年度の の適用を受けようとする場合であって、当該年度の

町民税について同条第４項の規定による申告書を提 町民税について同条第４項の規定による申告書を提

出すべき場合及び同条第５項の規定によって同条第 出すべき場合及び同条第５項の規定によって同条第

１項の申告書を提出することができる場合のいずれ １項の申告書を提出することができる場合のいずれ

にも該当しない場合について準用する。この場合に にも該当しない場合について準用する。この場合に

おいて、同条第５項中「純損失又は雑損失の金額」 おいて、同条第５項中「純損失又は雑損失の金額」

とあるのは「附則第19条の６第４項に規定する上場 とあるのは「附則第19条の５第１項に規定する上場

株式等に係る譲渡損失の金額」と、「、第１項の申 株式等に係る譲渡損失の金額」と、「、第１項の申

告書」とあるのは「、同項に規定する上場株式等に 告書」とあるのは「、同項に規定する上場株式等に

係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書」と 施行規則第５号の４様式（別表）による申告書」と

読み替えるものとする。 読み替えるものとする。

７ 第４項の規定の適用がある場合における第36条の ４ 第１項の規定の適用がある場合における第36条の

３の規定の適用については、同条第１項中「確定申 ３の規定の適用については、同条第１項中「確定申

告書」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第 告書」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第

37条の12の２第11項（同法第37条の13の２第７項に 37条の12の２第５項（同法第37条の13の２第７項に

おいて準用する場合も含む。）において準用する所 おいて準用する場合も含む。）において準用する所

得税法第123条第１項の規定による申告書を含 得税法第123条第１項の規定による申告書を含

む。」と、「又は第３項から第５項まで」とあるの む。」と、「又は第３項から第５項まで」とあるの

は「若しくは第３項から第５項まで又は附則第19条 は「若しくは第３項から第５項まで又は附則第19条

の５第３項において準用する前条第５項」と、同条 の５第３項において準用する前条第５項」と、同条

第２項中「又は第３項から第５項まで」とあるのは 第２項中「又は第３項から第５項まで」とあるのは

「若しくは第３項から第５項まで又は附則第19条の 「若しくは第３項から第５項まで又は附則第19条の

６第６項において準用する前条第５項」とする。 ５第３項において準用する前条第５項」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越 （特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越

控除等及び譲渡所得等の課税の特例） 控除等及び譲渡所得等の課税の特例）



第20条 租税特別措置法第37条の13第１項に規定する 第20条 租税特別措置法第37条の13第１項に規定する

特定中小会社の同項に規定する特定株式（以下この 特定中小会社の同項に規定する特定株式（以下この

条において「特定株式」という。）を払込み（当該 条において「特定株式」という。）を払込み（当該

株式の発行に際してするものに限る。以下この条に 株式の発行に際してするものに限る。以下この条に

おいて同じ。）により取得（法附則第35条の３第９ おいて同じ。）により取得（法附則第35条の３第11

項に規定する取得をいう。以下この条において同 項に規定する取得をいう。以下この条において同

じ。）をした所得割の納税義務者（令附則第18条の じ。）をした所得割の納税義務者（令附則第18条の

６第17項に規定する者を除く。以下この条において ６第22項に規定する者を除く。以下この条において

同じ。）について、租税特別措置法第37条の13の２ 同じ。）について、租税特別措置法第37条の13の２

第１項に規定する適用期間内に、その有する当該払 第１項に規定する適用期間内に、その有する当該払

込みにより取得をした特定株式が株式としての価値 込みにより取得をした特定株式が株式としての価値

を失ったことによる損失が生じた場合として同項各 を失ったことによる損失が生じた場合として同項各

号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げ 号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げ

る事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をした る事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をした

ことと、当該損失の金額として法附則第35条の３第 ことと、当該損失の金額として法附則第35条の３第

９項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたこ 11項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたこ

とにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、こ とにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、こ

の条例の規定を適用する。 の条例の規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年 ２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年

の末日の属する年度の翌年度分の第36条の２第１項 の末日の属する年度の翌年度分の第36条の２第１項

若しくは第４項の規定による申告書又は第５項にお 若しくは第４項の規定による申告書又は第５項にお

いて準用する同条第５項の規定による申告書（その いて準用する同条第５項の規定による申告書（その

提出期限後において町民税の納税通知書が送達され 提出期限後において町民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出さ る時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第36条の３第１項の確定申告書又は租税特別措 れた第36条の３第１項の確定申告書又は租税特別措

置法第37条の13の２第７項において準用する同法第 置法第37条の13の２第７項において準用する同法第

37条の12の２第５項において準用する所得税法第 37条の12の２第５項において準用する所得税法第

123条第１項の規定による申告書を含む。）に前項 123条第１項の規定による申告書を含む。第８項に

の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき おいて同じ。）に前項の規定の適用を受けようとす

（これらの申告書にその記載がないことについてや る旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載

むを得ない理由があると町長が認めるときを含 がないことについてやむを得ない理由があると町長

む。）に限り、適用する。 が認めるときを含む。第８項において同じ。）に限

り、適用する。

３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じ ３ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じ

た法附則第35条の３第12項に規定する特定株式に係 た法附則第35条の３第14項に規定する特定株式に係

る譲渡損失の金額（この項の規定により前年前にお る譲渡損失の金額（この項の規定により前年前にお

いて控除されたものを除く。以下この条において いて控除されたものを除く。以下この条において

「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。）は、 「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。）は、

当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末 当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末

日の属する年度の翌年度の町民税について特定株式 日の属する年度の翌年度の町民税について特定株式

に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載し に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載し

た第36条の２第１項又は第４項の規定による申告書 た第36条の２第１項又は第４項の規定による申告書

（第５項において準用する同条第５項の規定による (第５項において準用する同条第５項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出 申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出

した場合（町長においてやむを得ない事情があると した場合（町長においてやむを得ない事情があると



認める場合には、これらの申告書をその提出期限後 認める場合には、これらの申告書をその提出期限後

において町民税の納税通知書が送達される時までに において町民税の納税通知書が送達される時までに

提出した場合を含む。）において、その後の年度分 提出した場合を含む。）において、その後の年度分

の町民税について連続してこれらの申告書（その提 の町民税について連続してこれらの申告書（その提

出期限後において町民税の納税通知書が送達される 出期限後において町民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたものを含む。）を提出している 時までに提出されたものを含む。）を提出している

ときに限り、附則第19条第１項に規定する株式等に ときに限り、附則第19条第１項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。 係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

４ 前項の規定の適用がある場合における附則第19条 ４ 前項の規定の適用がある場合における附則第19条

第１項の規定の適用については、同項中「計算した 第１項及び附則第19条の３の規定の適用について

金額（」とあるのは、「計算した金額（附則第20条 は、附則第19条第１項中「計算した金額（」とある

第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の のは、「計算した金額（附則第20条第３項の規定の

金額とし、」とする。 適用がある場合には、その適用後の金額とし、」

と、附則第19条の３中「計算した金額（」とあるの

は「計算した金額（附則第20条第３項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額。」とする。

５及び６ 略 ５及び６ 略

７ 特定株式を平成12年４月１日から平成21年３月31

日までの間に払込みにより取得をした所得割の納税

義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式の

譲渡（法附則第35条の３第８項各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するもので

あって、その譲渡の日において当該特定株式をその

取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間

として令附則第18条の６第35項に定める期間が3年

を超える場合に限る。）をした場合における附則第

19条第１項の規定の適用については、当該譲渡によ

る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額

は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲

渡所得等の金額として令附則第18条の６第36項に定

めるところにより計算した金額の２分の１に相当す

る金額とする。

８ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとす

る年度分の第36条の２第１項又は第４項の規定によ

る申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるときに限り、適用する。

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税

の特例） の特例）

第20条の２ 略 第20条の２ 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 ころによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項



項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

の額及び附則第20条の２第１項の規定による町民 20条の２第１項の規定による町民税の所得割の

税の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第 額」とする。

34条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項

及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の２第１項の

規定による町民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の２第１項の規定による町民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附

則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の２第１項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４)

第20条の３ 略 第20条の３ 略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町

民税の課税の特例） 民税の課税の特例）

第20条の４ 略 第20条の４ 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めると

ころによる。 ころによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

の額及び附則第20条の４第１項の規定よる町民税 20条の４第１項の規定による町民税の所得割の

の所得割の額」と第34条の７第１項前段、第34条 額」とする。

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第20条の２第１項の規

定による町民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の４第１項の規定による町民税

の所得割の額の合計」と、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の４第１項の規定による町民

税の所得割の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約 ３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約

実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適 実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等（次項において「条約適用配当等」とい 用配当等（次項において「条約適用配当等」とい

う。）については、第33条第３項及び第４項の規定 う。）については、第33条第３項及び第４項の規定

は適用しない。この場合において、当該条約適用配 は適用しない。この場合において、当該条約適用配

当等については、第33条及び第34条の３の規定にか 当等については、第33条及び第34条の３の規定にか



かわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第 かわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第

３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額 ３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額

（以下この項において「条約適用配当等の額」とい （以下この項において「条約適用配当等の額」とい

う。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号 う。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号

の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適 の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）に100分の 用がある場合には、その適用後の金額）に100分の

５の税率から限度税率を控除して得た率に５分の３ ５（平成21年３月31日までに支払を受けるべきもの

を乗じて得た率（当該納税義務者が同法第３条の２ にあっては、100分の３）の税率から限度税率を控

の２第３項の規定の適用を受ける場合には、100分 除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税

３の税率）を乗じて計算した金額に相当する町民税 義務者が同法第３条の２の２第３項の規定の適用を

の所得割を課する。 受ける場合には、100分の３（同日までに支払を受

けるべきものにあっては、100分1.8）の税率）を乗

じて計算した金額に相当する町民税の所得割を課す

る。

４ 略 ４ 略

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９ (２) 第34条の６、第34条の７、第34条の８第１

第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１ 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

項及び附則第７条の４の規定の適用については、 の規定の適用については、これらの規定中「所得

第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

の額及び附則第20条の４第３項の規定による町民 条の４第３項の規定による町民税の所得割の額」

税の所得割」と、第34条の７第１項前段、第34条 と、第34条の８第１項中「第33条第４項」とある

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及び のは「附則第20条の４第４項」とする。

附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第20条の４第３項の規

定による町民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の４第３項の規定による町民税

の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第20条の４第３項の規定による町

民税の所得割の額の合計額」と、第34条の９第１

項中「第33条第４項」とあるのは「附則第20条

の４第４項」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

６ 租税条約実施特例法第３条の２の２第１項の規定 ６ 租税条約実施特例法第３条の２の２第１項の規定

の適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある の適用がある場合（第３項後段の規定の適用がある

場合を除く。）における第34条の９の規定の適用に 場合を除く。）における第34条の８の規定の適用に

ついては、同条第１項中「又は同条第６項」とある ついては、同条第１項中「又は同条第６項」とある

のは「若しくは附則第20条の４第３項に規定する条 のは「若しくは附則第20条の４第３項に規定する条

約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。） 約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。）

に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年 に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年



度分の第36条の２第１項の規定による申告書（その 度分の第36条の２第１項の規定による申告書（その

提出期限後において町民税の納税通知書が送達され 提出期限後において町民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時までに提出さ る時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第36条の３第１項の確定申告書を含む。）にこ れた第36条の３第１項の確定申告書を含む。）にこ

の項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約 の項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約

適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載が 適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載が

ある場合（これらの申告書にこれらの記載がないこ ある場合（これらの申告書にこれらの記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると町長が認める とについてやむを得ない理由があると町長が認める

ときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係 ときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係

る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等 る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等

の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人 の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年 税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年

法律第46号。以下「租税条約実施特例法」とい 法律第46号。以下「租税条約実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第 う。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第

１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、 １節第５款の規定により配当割額を課されたとき、

又は第33条第６項」と、同条第３項中「法第37条の 又は第33条第６項」と、同条第３項中「法第37条の

４」とあるのは「租税条約実施特例法第３条の２の ３」とあるのは「租税条約実施特例法第３条の２の

２第９項の規定により読み替えて適用される法第37 ２第９項の規定により読み替えて適用される法第37

条の４」とする。 条の３」とする。

（保険料に係る個人の町民税の課税の特例） （保険料に係る個人の町民税の課税の特例）

第20条の５ 略 第20条の５ 略

２ 第36条の２第４項の規定は、前項の納税義務者 ２ 第36条の２第４項の規定は、前項の納税義務者

（同条第１項又は第３項の規定によって同条第１項 （同条第１項又は第３項の規定によって同条第１項

の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が前 の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が前

項の規定により適用されるこの条例の規定により社 項の規定により適用されるこの条例の規定により社

会保険料控除額の控除を受けようとする場合につい 会保険料控除額の控除を受けようとする場合につい

て準用する。この場合において、同条第４項中「若 て準用する。この場合において、同条第４項中「医

しくは医療費控除額」とあるのは、「、医療費控除 療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保

額若しくは社会保険料控除額」と読み替えるものと 険料控除額」と読み替えるものとする。

する。

（旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定

資産税の特例を受けようとする者がすべき申告）

第21条 平成21年度分から平成25年度分までの固定資

産税に係る第56条の規定の適用については、同条中

「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるの

は、「公益社団法人若しくは公益財団法人（法附則

第41条第３項の規定により公益社団法人又は公益財

団法人とみなされる法人を含む。）」とする。

２ 第56条の規定は、法附則第41条第11項第１号から

第５号までに掲げる固定資産について同項本文の規

定の適用を受けようとする者について準用する。こ

の場合において、第56条中「公益社団法人若しくは

公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第11項

に規定する移行一般社団法人等」と読み替えるもの

とする。



附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号から定める日から施

行する。

(１) 第51条の改正、第56条の改正、附則に第21条を加える改正及び附則第４条第２項の規定 平成20年12月

１日

(２) 附則第20条の４の改正規定（第３項の改正規定に限る。）並びに次条第23項及び第24項の規定 平成21

年１月１日

(３) 第19条の改正、第33条第３項の改正、第34条の２の改正及び第34条の８を第34条の９とし、第34条の７

を第34条の８とし、同条の前に１条を加える改正、第36条の２第１項及び第４項の改正、第38条の改正、第

41条の改正、第44条から第47条までの改正及び同条の次に５条を加える改正、附則第４条の次に１条を加え

る改正、附則第５条第３項の改正、第６条第３項の改正、第７条第２項の改正、第７条の３第２項の改正及

び同条の次に１条を加える改正、附則第８条第２項の改正（「同項に規定する」を削り、「ものが含まれて

いる」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部

分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。）、同条第３項の改正、附則第16条の４第３項

の改正、附則第17条第３項の改正、附則第18条第５項の改正、附則第19条第２項の改正、附則第19条の２第

２項の改正、附則第20条の２の改正、附則第20条の４の改正（第３項の改正規定を除く。）並びに次条第４

項から第８項までの改正の規定 平成21年４月１日

(４) 附則第８条第１項の改正、同条第２項の改正（「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を

「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税

対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。）、附則第16条の３を削除し、及び同条を加える改正、

附則第19条の５の改正及び同条を附則第19条の６とする改正並びに同条の前に１条を加える改正並びに次条

第９項から第17項までの規定 平成22年１月１日

(５) 附則第19条第１項、附則第19条の３を削除し、及び同条を加える改正並びに次条第18項から第22項まで

の改正規定 平成22年４月１日

（個人の町民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の三朝町税条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の町民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人町民税について適用し、平成19年度分まで

の個人の町民税については、なお従前の例による。

２ この条例の施行日（以下「施行日」という。）の前に改正前の三朝町税条例（以下「旧条例」という。）附

則第20条第７項の町民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得した同項に

規定する特定株式については、同項及び同条第８項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同

条第７項中「平成21年３月31日」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）の公

布の日前」とする。

３ 施行日から平成22年３月31日までの間における新条例附則第20条第４項の規定の適用については、同項中

「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の３の規定の適用について」と、「同項」とあるのは

「附則第19条第１項」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の３中「計算した金額（｣とあるのは「計

算した金額（附則第20条第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

４ 新条例第47条の２から第47条の６までの規定は、平成21年度以降の年度分の個人の町民税について適用す

る。

５ 新条例第34条の７及び附則第７条の４の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成20年１月１日以後に支



出する新条例第34条の７第１項各号に掲げる寄附金について適用する。

６ 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人町民税についての新条例第34条の７の規定の適用について

は、同条第１項第12号中「第41条の18の３」とあるのは、「第41条の18の３並びに所得税法等の一部を改正す

る法律（平成20年法律第23号）附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第８条の規定

による改正前の租税特別措置法第41条の18の２第１項」とする。

７ 新条例附則第４条の２の規定は、租税特別措置法第40条第２項又は第３項の規定による同条第1項後段の承

認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

８ 平成21年４月１日から同年12月31日までの間における新条例附則第７条の４の規定の適用については、同条

中「附則第16条の３第１項、附則第16条の４第１項」とあるのは「附則第16条の４第１項」と同条第５号中

「附則第16条の３第１項、附則第17条第１項」とあるのは「附則第17条第１項」とする。

９ 新条例附則第８条第１項及び第２項の規定は、平成22年度以降の年度分の町民税について適用し、旧条例附

則第８条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の町民税については、な

お従前の例による。

10 町民税の所得割の納税義務者が、平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に支払を受けるべき新条

例附則第16条の３第１項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配

当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額（同項前段に規定する上場

株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。）に対して課する町民税の所得割の額

は、同条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当

する額とする。

(１) 上場株式等に係る課税配当所得の額が100万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得

の金額の100分の1.8に相当する金額

(２) 上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

ア 18,000円

イ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から100万円を控除した金額の100分の３に相当する金額

11 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の３第３項の規定の適用については、同項第１号中

「附則第16条の３第１項」とあるのは、「附則第16条の３第１項（三朝町税条例の一部を改正する条例（平成

20年三朝町町条例第23号。以下「平成20年改正条例」という。）附則第２条第10項の規定により適用される場

合を含む。以下同じ。）」とする。

12 新条例附則第19条の６第１項又は第４項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、

同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第19条の６第３項又は第５項の規定により読み替

えられた新条例附則第16条の３第１項前段の規定により」とする。

13 新条例附則第19条の５の規定は、平成22年１月１日以後に町民税の納税義務者が交付を受ける同条第１項に

規定する源泉徴収選択口座内配当等（次項及び第16項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。）につ

いて適用する。

14 町民税の所得割の納税義務者が新条例第33条第４項の規定により平成22年１月１日から同年12月31日までの

期間（第16項において「特例期間」という。）内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得につい

ての記載をした同条第４項に規定する申告書を提出する場合には、新条例附則第19条の５第２項の規定にかか

わらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座（同項に規定する源泉徴収

選択口座をいう。以下この項及び第16項において「源泉徴収選択口座」という。）において前年中に交付を受

けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ、当該各号に定める所得についての記載を行う

ものとする。

(１) 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべ

き新条例附則第16条の３第１項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が１万円以下であるものとして地

方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（平成20年政令第152号。以



下「平成20年改正令」という。）附則第７条第10項で定めるもの（以下この項及び第16項において「小額配

当等」という。） 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた

すべての小額配当等に係る所得

(２) 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、小額配当等以外のもの（以下この項及び第16

項において「小額配当等以外の配当等」という。） 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口

座において前年中に交付を受けたすべての小額配当等以外の配当等に係る所得

15 新条例附則第19条の６の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成21年度分ま

での個人の町民税に係る旧条例附則第19条の５第１項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお

従前の例による。

16 町民税の所得割の納税義務者が新条例附則第19条の６第１項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損

失の金額のうち地方税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）附則第３条第16項の特別徴収義務者

が同項の規定により特例期間内に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収すべき県民税の配当割の額

の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、新条例附則

第19条の６第２項の規定にかかわらず、新条例第33条第４項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に

掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

(１) 当該控除した金額のうち小額配当等の額から控除した額 当該源泉選択口座内配当等に係る源泉徴収選

択口座において前年中に交付を受けたすべての小額配当等に係る所得

(２) 当該控除した金額のうち小額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての小額配当等以外の配当等に係る所得

17 平成22年１月１日から同年３月31日までの間における新条例附則第19条の６第５項の規定の適用について

は、同項中「並びに附則第19条第１項の規定の適用について」とあるのは「、附則第19条第１項並びに附則第

19条の３の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の３中「計算した金額（｣とあ

るのは「計算した金額（附則第19条の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額」とする」と

する。

18 町民税の所得割の納税義務者が平成21年１月１日前に行った旧条例附則第19条の３に規定する上場株式等の

譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の町民

税については、なお従前の例による。

19 町民税の所得割の納税義務者が、平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に地方税法等の一部を改

正する法律第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第226号）附則第35条の２の６第12項に規定

する上場株式等（以下この項において「上場株式等」という。）の譲渡（新条例附則第19条の２第２項に規定

する譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第37条の12の２第２項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合に

は、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（同法第32条第２項の規定に該当する譲渡所

得を除く。）については、新条例附則第19条第１項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金

額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として平成20年改正

令附則第７条第11項に定めるところにより計算した金額（以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」という。）に対して課する町民税の所得割の額は、新条例附則第19条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。

(１) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の規定により読み

替えて適用される新条例附則第19条第２項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の２の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）をいう。以下この項において同じ。）が500万円以下である場合

当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.8に相当する金額

(２) 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が500万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

ア ９万円

イ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から500万円を控除した金額の100の３に相当する金額



20 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第２項の規定の適用については、同項第１号中「譲

渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額（当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうち平成20年改正条

例附則第２条第19項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所

得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等

の金額）」とする。

21 新条例附則第19条の６第４項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計

算した金額（｣とあるのは「計算した金額（新条例附則第19条の６第４項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額。」とする。

22 新条例附則第20条第３項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計算し

た金額（」とあるのは「計算した金額（新条例附則第20条第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額。」とする。

23 新条例附則第20条の４第３項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年１月１日以後に支払

を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第20条の４第３項に規定す

る所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

24 平成21年１月１日から平成22年12月31日までの期間内に新条例附則第20条の４第３項に規定する所得割の納

税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中

「100分の５」とあるのは「100分の３」とあるのは「100分の1.8」とする。

（法人の町民税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の町民税に関する部分は、平成20年４月１日以後に

開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税について

は、なお従前の例による。

２ 旧条例第23条第１項第４号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の町

民税の均等割については、なお従前の例による。

３ 新条例第31条の規定（同条第２項の表の第１号イに掲げる法人に係る部分に限る。）は、平成20年度分以後

の法人の町民税の均等割について適用し、旧条例第31条第２項の表の第１号中法人税法第２条第５号の公共法

人及び同条第６号の公益法人等（防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建

替組合、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非

営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人を含む。）で均等割のみを課される者に

対して課する平成19年度分までの法人の町民税の均等割については、なお従前による。

４ 施行日から附則第１条第５号に定める日の前日までの間における新条例第31条第２項の規定の適用について

は、同項の表の第１号中「ウ 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型

法人をいう。以下この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非営利型法人に該当

するものを除く。）エ 保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は

出資金の額を有しないもの（アからウまでに掲げる法人を除く。）オ 資本金等の額（法人税法第２条第16号

に規定する資本金等の額又は同条17号の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社に

あっては、令第45条の３の２に定めるところにより算定した純資産額））を有する法人（法人税法別表第２に

規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で

資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者（俸

給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。）の数の合計

数（次号から第９号までにおいて「従業者数の合計数」という。）50人以下のもの」とあるのは、「ウ 保険

業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

（ア及びイに掲げる法人を除く。）エ 資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同

条第17号の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の３の２



に定めるところにより算定した純資産額））を有する法人（法人税法別表第２項に規定する独立行政法人で収

益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の額が1,000万円

以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者（俸給、給料若しくは賞与又はこ

れらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。）の数の合計数（次号から第９号までにお

いて「従業者数の合計数」という。）が50人以下のもの」とする。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第56条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成18年法律第50号）第38条の規定による改正前の民法（明治29年法律第89号）第34条の法人に

係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。




